
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
以
下
「
本
件
選
挙
」
と
い
う
。）
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効

力
に
関
し
、
平
成
十
六
年
十
二
月
三
日
に
北
杜
市
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
市
委
員
会
」
と
い
う
。）

に
対
し
て
異
議
の
申
出
を
し
た
が
、
市
委
員
会
は
、
平
成
十
七
年
一
月
十
三
日
、
こ
の
異
議
申
出
の

う
ち
、
本
件
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
を
無
効
と
す
る
決
定
を
求
め
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ

の
異
議
申
出
を
棄
却
し
、
一
部
事
務
組
合
の
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
を
無
効
と
す
る
決
定
を

求
め
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
申
出
を
却
下
す
る
決
定
（
以
下
「
原
決
定
」
と
い
う
。）
を
行
っ

た
。申

立
人
は
、
こ
の
原
決
定
を
不
服
と
し
て
、
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
当
委
員
会
」
と

い
う
。）
に
対
し
、
原
決
定
を
取
り
消
し
、
本
件
選
挙
を
無
効
と
す
る
旨
の
裁
決
を
求
め
る
と
と
も

に
、
予
備
的
に
、
仮
に
本
件
選
挙
が
有
効
で
あ
る
場
合
に
は
本
件
選
挙
の
当
選
人
の
当
選
を
無
効
と

す
る
旨
の
裁
決
を
求
め
て
審
査
の
申
立
て
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

申
立
人
の
審
査
申
立
て
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
審
査
申
立
書
、
反
論
書
及
び
当
委
員
会
に
対

し
提
出
さ
れ
た
証
拠
書
類
等
に
従
っ
て
要
約
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

北
杜
市
の
合
併
に
際
し
調
印
さ
れ
た
合
併
協
定
書
に
よ
る
と
、
合
併
後
の
北
杜
市
に
お
い
て
、

条
例
、
規
則
に
関
す
る
協
定
項
目
と
し
て
、
北
杜
市
の
設
置
に
伴
い
廃
止
さ
れ
る
明
野
村
、
須
玉

町
、
高
根
町
、
長
坂
町
、
大
泉
村
、
白
州
町
及
び
武
川
村
（
以
下
「
合
併
関
係
町
村
」
と
い
う
。）

に
お
い
て
共
通
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る
内
容
に
差
異
の
な
い
条
例
、
規
則
等
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
例
に
よ
り
制
定
す
る
も
の
と
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
合
併
関
係
町
村
の
議
員
定
数
は
、
合
併

関
係
町
村
の
条
例
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
協
議
の
決
定
に
よ
り
、
北
杜
市

に
お
い
て
は
合
併
後
最
初
に
行
わ
れ
る
選
挙
に
よ
り
議
員
が
選
出
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
北
杜
市
議

会
議
員
の
定
数
に
つ
い
て
は
、
合
併
関
係
町
村
の
議
員
定
数
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

即
ち
、
合
併
関
係
町
村
の
議
員
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律

第
六
号
。
以
下
「
合
併
特
例
法
」
と
い
う
。）
第
七
条
第
一
項
を
適
用
し
、
引
き
続
き
北
杜
市
議

会
議
員
に
在
任
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
の
協
議
の
決
定
が
拘
束
し
て
い
る
。

ま
た
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
自
治
法
」
と
い
う
。
）
第

九
十
一
条
に
よ
る
と
合
併
関
係
町
村
の
議
会
の
議
員
の
定
数
は
、
人
口
の
増
減
で
あ
る
と
廃
置
分

合
と
境
界
変
更
で
あ
る
と
、
当
該
議
員
の
任
期
四
年
中
は
そ
の
数
を
も
っ
て
定
数
と
す
る
旨
規
定

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
合
併
関
係
町
村
の
議
会
の
議
員
の
定
数
又
は
在
任
期
間
は
当
該
議
員
の

任
期
満
了
の
日
ま
で
は
、「
不
変
定
数
又
は
不
変
在
任
期
間
」
で
あ
る
。
法
と
協
議
に
基
づ
き
、

合
併
関
係
町
村
の
議
員
は
北
杜
市
議
会
の
議
員
に
在
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
市

委
員
会
が
執
行
す
る
べ
き
理
由
の
な
い
本
件
選
挙
を
執
行
し
た
の
で
、
旧
高
根
町
議
会
議
員
で
あ

る
申
立
人
を
は
じ
め
合
併
関
係
町
村
の
議
会
の
議
員
は
、
身
分
を
変
更
さ
れ
た
。
な
お
、
合
併
協

定
事
項
と
し
て
、合
併
特
例
法
第
六
条
第
一
項
の
定
数
特
例
を
適
用
す
る
旨
を
決
定
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
同
法
第
七
条
第
一
項
の
在
任
特
例
を
適
用
後
に
行
わ
れ
る
選
挙
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ

目
　
　
　
次

選
挙
管
理
委
員
会

○
北
杜
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
…
…
…
…
…
一

対
す
る
裁
決

○
北
杜
市
長
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
対
す
る
裁
決
…
…
…
…
…
五

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
執
行
の
北
杜
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効

力
に
関
す
る
審
査
申
立
て
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

裁
　
　
決
　
　
書

山
梨
県
北
杜
市
高
根
町
下
黒
澤
四
〇
七
五
番
地
一
三

審
査
申
立
人
　
片
桐
秀
治
（
六
十
七
歳
）

右
審
査
申
立
人
か
ら
平
成
十
七
年
二
月
三
日
付
け
で
提
起
さ
れ
た
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
執

行
の
北
杜
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て

に
つ
い
て
、
当
委
員
会
は
次
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

主
　
　
文

一

本
件
審
査
申
立
て
の
う
ち
、
北
杜
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の

効
力
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
申
立
て
を
棄
却
す
る
。

二

本
件
審
査
申
立
て
の
う
ち
、
峡
北
地
域
広
域
水
道
企
業
団
議
会
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の

効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
申
立
て
を
却
下
す
る
。

第
一
　
審
査
申
立
て
の
要
旨
及
び
理
由

審
査
申
立
人
（
以
下
「
申
立
人
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
執
行
の
北
杜

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
七
年

三
月
二
十
九
日

号
外
第
十
五
号

火　曜　日



る
。

二

北
杜
市
に
お
け
る
条
例
、
規
則
等
は
、
合
併
に
関
す
る
協
議
に
お
い
て
特
に
指
定
し
た
も
の
、

即
ち
合
併
関
係
町
村
に
共
通
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る
内
容
に
差
異
の
な
い
条
例
、
規
則
等
を
合
併

関
係
町
村
の
例
に
よ
り
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
北
杜
市
長
職
務
執
行
者
は
、
こ
の
協
議
の

決
定
の
趣
旨
に
反
し
、
合
併
関
係
町
村
に
お
い
て
制
定
さ
れ
て
い
な
い
公
費
負
担
条
例
を
専
決
処

分
し
た
。
制
定
さ
れ
る
理
由
の
な
い
公
費
負
担
条
例
を
適
用
し
た
本
件
選
挙
は
、
無
効
で
あ
る
。

三

本
件
選
挙
の
執
行
に
当
た
っ
た
市
委
員
会
は
、
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
九
に
規
定

す
る
臨
時
選
挙
管
理
委
員
で
組
織
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
山
梨
県
知
事
が
、
北
杜
市
議
会

を
軽
視
し
て
、
臨
時
選
挙
管
理
委
員
を
選
任
し
て
、
か
つ
、
本
件
選
挙
を
管
理
執
行
さ
せ
た
違
法
、

不
当
な
行
為
に
よ
り
、
憲
法
が
保
障
す
る
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
議
員
の
身
分
を
変
更
し
た
所

為
は
、
断
じ
て
法
が
許
さ
な
い
。
臨
時
選
挙
管
理
委
員
を
選
任
し
、
執
行
す
る
理
由
の
な
い
本
件

選
挙
を
管
理
執
行
さ
せ
た
山
梨
県
知
事
の
責
は
、
免
れ
な
い
。

四

市
委
員
会
は
、
選
挙
期
日
及
び
立
候
補
届
出
予
定
者
説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て
、
行
政
区
長
を

経
由
し
た
「
回
覧
」
及
び
「
防
災
無
線
」
等
の
方
法
に
よ
り
周
知
し
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

選
挙
人
の
権
利
を
勘
案
す
れ
ば
、
全
戸
配
布
に
よ
る
適
当
な
方
法
を
用
い
る
の
が
当
然
で
あ
る
。

市
委
員
会
は
、
本
件
選
挙
の
期
日
の
告
示
及
び
事
務
手
続
き
等
の
周
知
を
怠
っ
た
。

五

市
委
員
会
は
、
申
立
人
が
新
聞
折
り
込
み
に
よ
り
頒
布
し
よ
う
と
し
た
「
全
国
市
民
連
合
会
ニ

ュ
ー
ス
」
に
関
し
、
当
該
折
り
込
み
を
請
け
負
っ
た
新
聞
店
に
対
し
、
違
法
性
を
指
摘
す
る
な
ど
、

頒
布
差
し
止
め
を
示
唆
し
、
申
立
人
の
選
挙
妨
害
に
留
ま
ら
ず
、
政
治
団
体
の
政
治
活
動
に
対
す

る
妨
害
に
当
た
る
行
為
を
し
た
。

六

市
委
員
会
は
、
立
候
補
予
定
者
説
明
会
に
出
席
し
た
浦
島
裕
二
が
市
長
選
挙
と
本
件
選
挙
の
立

候
補
手
続
き
に
関
す
る
資
料
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
市
長
選
挙
の
資
料
の
交
付
を
拒
否
し
、
本
件
選

挙
に
関
す
る
資
料
の
み
を
交
付
し
、
選
挙
の
権
利
の
行
使
を
妨
害
し
た
。

七

清
里
観
光
振
興
会（

以
下
「
振
興
会
」
と
い
う
。
）
は
、
北
杜
市
営
清
里
駅
西
駐
車
場
の
指
定

管
理
者
で
あ
り
、
振
興
会
と
北
杜
市
と
の
間
に
は
、
同
駐
車
場
の
年
額
使
用
料
四
百
五
十
万
円
の

請
負
関
係
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
振
興
会
の
副
会
長
で
あ
る
本
件
選
挙
の
当
選
人
利
根
川

昇
は
、
自
治
法
第
九
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
者
で
あ
る
。
然
る
に
、
現
在
も
な

お
そ
の
職
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
公
選
法
」

と
い
う
。）
第
百
四
条
の
規
定
よ
り
当
選
は
失
わ
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

八

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
執
行
さ
れ
た
峡
北
地
域
広
域
水
道
企
業
団
議
会
議
員
の
選
挙
（
以
下

「
企
業
団
議
会
議
員
選
挙
」
と
い
う
。）
の
候
補
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
本
件
選
挙
の
当
選
人
三
十
七

名
は
、
重
複
立
候
補
等
を
禁
じ
た
公
選
法
の
規
定
に
抵
触
し
、
そ
の
職
を
辞
し
た
も
の
と
判
断
さ

れ
る
。

ま
た
、
峡
北
地
域
広
域
水
道
企
業
団
（
以
下
「
企
業
団
」
と
い
う
。
）
は
、
営
利
を
目
的
と
し

た
水
道
給
水
事
業
者
で
あ
り
、
北
杜
市
に
対
し
請
負
を
す
る
法
人
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
企
業
団

議
会
議
員
選
挙
の
当
選
人
篠
原
眞
清
、
篠
原
珍
彦
、
中
嶋
新
、
古
屋
富
藏
、
田
中
勝
海
及
び
岡
野

淳
の
六
名
は
、
自
治
法
第
九
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
者
に
該
当
す
る
。
然
る
に
、

現
在
も
な
お
そ
の
職
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
選
法
第
百
四
条
の
規
定
に
よ
り
企
業
団
議
会
議
員
選

挙
の
当
選
を
失
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

企
業
団
議
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
そ
の
候
補
者
は
本
件
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
市
議
会
議

員
に
限
定
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、
市
委
員
会
は
、
本
件
選
挙
と
企
業
団
議
会
議
員
選
挙
を
同
時
に
執

行
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
企
業
団
議
会
議
員
選
挙
で
あ
る
と
本
件
選
挙
で
あ
る
と
、
無
効
を
裁

決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
　
裁
決
の
理
由

当
委
員
会
は
、
審
査
申
立
て
に
つ
い
て
そ
の
要
件
を
審
査
し
た
結
果
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
選
挙

の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
適
法
な
も
の
と
認
め
て
こ
れ
を
受
理
し
、

市
委
員
会
か
ら
弁
明
書
及
び
物
件
の
提
出
を
、
申
立
人
か
ら
反
論
書
の
提
出
を
、
関
係
機
関
等
か
ら

物
件
等
の
提
出
を
そ
れ
ぞ
れ
受
け
、
慎
重
か
つ
厳
正
に
審
理
を
行
っ
た
。

選
挙
の
効
力
を
争
う
争
訟
に
お
い
て
、
選
挙
が
無
効
と
な
る
の
は
公
選
法
第
二
百
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
選
挙
が
選
挙
の
規
定
に
違
反
し
て
行
わ
れ
、
か
つ
そ
の
規
定
違
反
が
選
挙
の
結
果
に

異
動
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

こ
こ
で
い
う
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
」
と
は
、
主
と
し
て
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
が
選

挙
の
管
理
執
行
の
手
続
き
に
関
す
る
明
文
の
規
定
に
違
反
す
る
場
合
、
又
は
直
接
そ
の
明
文
の
規
定

が
な
く
て
も
、
選
挙
法
の
基
本
理
念
た
る
選
挙
の
自
由
公
正
の
原
則
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
場
合
を

い
う
と
さ
れ
て
い
る
（
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
四
日
最
高
裁
判
所
判
決
）。

ま
た
、
「
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」
と
は
、
当
該
選
挙
の
規
定
に
違

反
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
選
挙
の
結
果
、
即
ち
候
補
者
の
当
落
に
、
現
実
に
生
じ
た
と
こ

ろ
と
異
な
っ
た
結
果
の
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る
（
昭
和
二
十
九
年
九
月

二
十
四
日
最
高
裁
判
所
判
決
）。

こ
う
し
た
観
点
に
た
っ
て
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
つ
い
て
判
断
す
る
。

一

北
杜
市
の
合
併
に
際
し
て
は
、
合
併
に
伴
い
廃
止
さ
れ
た
合
併
関
係
町
村
の
間
で
、
自
治
法
第

二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
合
併
特
例
法
第
三
条
第
一
項
を
適
用
し
、
峡
北
地
域
合
併
協
議

会
（
以
下
「
合
併
協
議
会
」
と
い
う
。）
が
設
置
さ
れ
、
合
併
に
関
す
る
協
議
が
整
い
、
合
併
協

定
書
が
調
印
さ
れ
た
。

市
町
村
の
設
置
を
伴
う
廃
置
分
合
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
合
併
が
行
わ
れ
た
時

点
で
、
合
併
関
係
市
町
村
（
そ
の
一
部
の
区
域
の
み
が
合
併
市
町
村
の
区
域
と
な
る
も
の
を
除

く
。）
の
議
会
の
議
員
は
全
て
、
又
は
そ
の
一
部
の
区
域
の
み
が
合
併
市
町
村
の
区
域
と
な
る
合

併
関
係
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
う
ち
当
該
区
域
に
住
所
を
有
す
る
も
の
が
、そ
の
身
分
を
失
う
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

二



よ
っ
て
、
自
治
法
第
九
十
一
条
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で
に
定
め
ら
れ
た
手
続
き
に
従
い
、
あ
ら

か
じ
め
新
た
に
設
置
さ
れ
る
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
定
数
を
定
め
、
公
選
法
第
三
十
三
条
第
三

項
及
び
第
百
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
自
治
法
第
七
条
第
六
項
の
市
町
村
の
設
置
の
告
示
に
よ
る

設
置
の
日
か
ら
五
十
日
以
内
に
、
新
し
い
定
数
に
基
づ
き
、
合
併
市
町
村
の
議
会
の
選
挙
を
行
う

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
合
併
特
例
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
合
併
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の

定
数
に
つ
い
て
、
自
治
法
第
九
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
合
併
関
係
市
町
村
の
協

議
に
よ
り
、
市
町
村
の
合
併
後
最
初
に
行
わ
れ
る
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
議
員
の
任
期
に
相
当

す
る
期
間
に
限
り
、
本
来
の
上
限
で
あ
る
同
項
に
規
定
す
る
数
の
二
倍
の
範
囲
で
、
定
数
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

合
併
協
議
会
に
お
い
て
、
北
杜
市
の
合
併
に
際
し
て
は
、
最
初
に
行
わ
れ
る
選
挙
に
よ
り
選
出

さ
れ
る
議
会
の
議
員
の
定
数
に
つ
い
て
、
合
併
特
例
法
第
七
条
に
よ
る
議
員
の
在
任
特
例
を
適
用

せ
ず
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
三
十
七
人
と
す
る
こ
と
と
し
、
合
意
に
至
っ
た
後
、

同
法
第
六
条
第
八
項
に
よ
り
平
成
十
五
年
十
月
十
六
日
に
合
併
関
係
町
村
の
全
て
の
議
会
が
こ
の

協
議
を
議
決
し
、
そ
の
旨
を
告
示
し
最
終
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
北
杜
市
の
合
併
に
際

し
て
は
、
合
併
特
例
法
第
七
条
に
よ
る
議
員
の
在
任
に
関
す
る
特
例
を
適
用
せ
ず
、
設
置
選
挙
を

執
行
す
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
選
挙
に
お
け
る
定
数
は
、
こ
の
協
議
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
定
数
で

あ
る
三
十
七
人
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
市
委
員
会
が
、
こ
の
定
数
三
十
七
人
を
適
用
し
て
本
件

選
挙
を
執
行
し
た
こ
と
に
違
法
は
な
い
。

申
立
人
は
、
合
併
関
係
町
村
の
議
会
の
議
員
に
つ
い
て
は
、
合
併
特
例
法
第
七
条
第
一
項
が
適

用
さ
れ
、
北
杜
市
議
会
に
お
い
て
引
き
続
き
議
員
と
し
て
在
任
す
る
旨
を
主
張
し
て
い
る
が
、
仮

に
、
申
立
人
の
主
張
の
と
お
り
北
杜
市
の
合
併
に
際
し
合
併
特
例
法
第
七
条
第
一
項
の
議
員
の
在

任
特
例
を
適
用
す
る
と
す
れ
ば
、
合
併
関
係
町
村
に
お
い
て
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協

議
が
行
わ
れ
、
同
法
第
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
八
項
に
よ
る
手
続
き
を

経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
合
併
協
議
会
に
お
け
る
協
議
及
び
合
併
関
係
町
村
の
協
議
に

お
い
て
合
併
特
例
法
第
七
条
第
一
項
を
適
用
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
事
実
は
な
い
。

申
立
人
は
、
北
杜
市
の
合
併
に
関
す
る
協
議
に
お
い
て
、
合
併
特
例
法
第
六
条
第
一
項
を
適
用

す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
同
法
第
七
条
第
一
項
の
議
員
の
在
任
に
関
す
る
特

例
を
適
用
後
、
最
初
に
行
わ
れ
る
選
挙
に
お
い
て
同
法
第
六
条
第
一
項
を
適
用
す
る
も
の
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
北
杜
市
の
合
併
に
際
し
て
、
合
併
特
例
法

第
七
条
第
一
項
を
適
用
し
た
事
実
は
な
い
。
な
お
、
合
併
特
例
法
第
七
条
第
二
項
に
よ
れ
ば
、
同

法
第
六
条
第
一
項
の
協
議
が
成
立
し
た
場
合
に
は
、
同
法
第
七
条
第
一
項
は
適
用
し
な
い
と
規
定

さ
れ
て
お
り
、
同
法
第
七
条
が
適
用
さ
れ
る
余
地
が
な
い
こ
と
は
、
法
文
上
に
お
い
て
も
明
ら
か

で
あ
る
。

ま
た
、
申
立
人
は
、
合
併
協
定
書
に
お
い
て
、
合
併
関
係
町
村
に
共
通
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る

内
容
に
差
異
の
な
い
条
例
、
規
則
等
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
例
に
よ
り
新
市
に
お
い
て
制
定
す
る

と
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
合
併
関
係
町
村
の
議
会
の
議
員
の
定
数
を
定
め
た
定
数
条

例
が
、
北
杜
市
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
、
自
治
法
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
合
併
関
係
町
村
の

議
会
の
議
員
の
任
期
及
び
定
数
は
廃
置
分
合
に
か
か
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
主
張
す

る
。
し
か
し
、
既
に
見
た
と
お
り
北
杜
市
の
設
置
に
伴
い
最
初
に
行
わ
れ
る
選
挙
で
あ
る
本
件
選

挙
の
定
数
は
、
合
併
特
例
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
三
十
七
人
と
す
る
こ
と
と
し
て
適

法
に
措
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
合
併
関
係
町
村
の
議
会
の
議
員
の
定
数
に
関
す
る
条
例
が
適
用

さ
れ
る
余
地
は
な
い
。

な
お
、
自
治
法
第
九
十
一
条
第
七
項
に
お
い
て
、
市
町
村
の
設
置
を
伴
う
廃
置
分
合
を
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
設
置
関
係
市
町
村
の
協
議
に
よ
り
、
設
置
関
係
市
町
村
の
議
会
の
議

決
を
経
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
新
た
に
設
置
さ
れ
る
議
会
の
議
員
の
定
数
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
廃
置
分
合
に
伴
い
廃
止
さ
れ
る
市
町
村
の
議
会
の
議
員
が
当

然
に
身
分
を
失
い
、
新
た
に
設
置
さ
れ
る
市
町
村
の
議
会
に
お
い
て
は
、
公
選
法
第
三
十
三
条
第

三
項
及
び
第
百
十
七
条
に
よ
る
選
挙
を
執
行
し
な
け
れ
ば
議
員
が
在
任
せ
ず
、
条
例
を
議
決
す
べ

き
議
会
が
成
立
し
な
い
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
設
置
関
係
市
町
村
の
議
会
に
お
い
て
新
た
に
設
置
さ

れ
る
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
定
数
を
定
め
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
北
杜
市
の
合
併
に
際
し
て
合
併
関
係
町
村
は
、
自
治
法
第
九
十
一
条
第
七
項
に
よ
り
定

め
る
べ
き
北
杜
市
議
会
の
議
員
の
定
数
は
二
十
六
人
と
し
、
合
併
関
係
町
村
の
議
会
の
議
決
を
経

て
告
示
し
て
お
り
、
こ
の
定
数
が
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条

例
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
定
数
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
件
選
挙
に
お
い
て
は
、
こ

の
定
数
に
よ
る
こ
と
な
く
、
合
併
特
例
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
三
十
七
人
を
定
数
と
し

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
自
治
法
第
九
十
一
条
に
は
、
申
立
人
が
主

張
す
る
よ
う
な
、
合
併
関
係
町
村
の
議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期
が
北
杜
市
の
合
併
後
に
お
い

て
も
適
用
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
規
定
は
な
い
。

二

普
通
地
方
公
共
団
体
の
設
置
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
自
治
法
第
二
百
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
自
治
令
」
と
い
う
。）
第
一
条

の
二
か
ら
第
四
条
ま
で
に
そ
の
臨
時
措
置
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定

に
よ
れ
ば
、
北
杜
市
の
設
置
に
伴
い
、
未
だ
議
会
が
成
立
し
て
い
な
い
時
点
に
お
い
て
、
本
件
選

挙
及
び
北
杜
市
長
選
挙
を
執
行
す
る
に
当
た
り
、
自
治
法
及
び
公
選
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
条
例
に
つ
い
て
、
北
杜
市
長
職
務
執
行
者
が
専
決
処
分
す
る
こ
と
を
妨
げ

る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
公
選
法
第
百
四
十
一
条
第
八
項
及
び
同
法
第
百
四
十
三
条
第
十
五
項

の
規
定
に
よ
り
、
市
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
に
つ
い
て
市
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
公
職
の
候
補
者
の
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
に
つ
い
て
無
料
と
す
る
こ
と
が
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で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
法
律
に
よ
り
市
は
こ
れ
ら
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
を
定
め

る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
合
併
関
係
町
村
に
お
い
て
選
挙
運
動
の
公
費
負
担

に
関
す
る
条
例
な
ど
が
制
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、
北
杜
市
に
お
い
て
こ
の
条
例
を
制

定
す
る
理
由
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

本
件
選
挙
の
執
行
に
関
し
、
北
杜
市
長
職
務
執
行
者
に
よ
り
制
定
、
公
布
さ
れ
た
条
例
は
い
ず

れ
も
適
法
に
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
件
選
挙
は
、
公
選
法
及
び
こ
れ
ら
の
条
例
等
に
基
づ

き
執
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
申
立
人
の
主
張
に
は
、
理
由
が
な
い
。

三

普
通
地
方
公
共
団
体
の
設
置
が
あ
っ
た
場
合
の
選
挙
管
理
委
員
に
つ
い
て
、
議
会
が
成
立
し
正

規
の
委
員
が
選
ば
れ
る
ま
で
の
間
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
自
治
令
第
四
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

北
杜
市
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
定
に
よ
り
合
併
関
係
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
で
あ
っ
た
者
の
互
選

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
者
が
選
挙
管
理
委
員
に
充
て
ら
れ
、
本
件
選
挙
を
執
行
し
た
も
の
で
あ
る
。

北
杜
市
の
合
併
に
際
し
、
申
立
人
が
主
張
す
る
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
九
に
規
定
す

る
臨
時
選
挙
管
理
委
員
が
、
山
梨
県
知
事
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
事
実
は
な
く
、
申
立
人
の
主
張
は

失
当
で
あ
る
。

四

市
委
員
会
は
、
本
件
選
挙
の
執
行
期
日
を
定
め
た
後
、
報
道
機
関
等
に
選
挙
に
関
す
る
情
報
を

提
供
し
、
市
広
報
、
回
覧
板
等
に
よ
る
周
知
、
防
災
行
政
無
線
等
の
設
備
を
利
用
し
た
周
知
等
を

行
っ
て
い
る
。
市
委
員
会
が
、
本
件
選
挙
に
関
す
る
周
知
啓
発
等
を
怠
っ
た
と
い
う
主
張
に
は
、

理
由
が
な
い
。

ま
た
、
市
委
員
会
は
、
本
件
選
挙
の
期
日
に
つ
い
て
、
公
選
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
同
条
第
五
項
第
四
号
に
定
め
る
期
日
で
あ
る
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
に
告
示
し

て
お
り
、
申
立
人
の
主
張
に
は
、
理
由
が
な
い
。

五

申
立
人
が
主
張
す
る
「
全
国
市
民
連
合
会
ニ
ュ
ー
ス
」
と
は
、
公
選
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項

に
よ
り
本
件
選
挙
に
お
い
て
選
挙
運
動
用
文
書
図
画
と
し
て
頒
布
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る

適
法
な
選
挙
運
動
用
文
書
図
画
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
市
委
員
会
が
行
っ
た

と
さ
れ
る
本
件
文
書
に
関
す
る
措
置
は
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
ま
で
も
な
く
選
挙
の
権
利
の
行

使
の
妨
害
に
は
当
た
ら
な
い
。

六

原
決
定
及
び
弁
明
書
に
よ
れ
ば
、
浦
島
裕
二
は
、
本
件
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
説
明
会
に
お
い

て
市
長
選
挙
に
関
す
る
立
候
補
届
出
書
類
の
交
付
を
請
求
し
、
市
委
員
会
は
こ
れ
に
対
し
重
複
立

候
補
禁
止
の
趣
旨
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
同
人
は
改
め
て
交
付
を
請
求
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
説
明
会
以
降
、
同
人
が
市
委
員
会
に
対
し
請
求
を
行
っ
た
事
実
も
な
い
。
従
っ

て
、
市
委
員
会
が
同
人
の
請
求
を
拒
否
し
た
と
い
う
事
実
は
な
く
、
市
委
員
会
が
同
人
の
選
挙
の

権
利
を
妨
害
し
た
と
い
う
主
張
に
は
、
理
由
が
な
い
。

七

本
件
選
挙
の
当
選
人
で
あ
る
利
根
川
昇
は
、
振
興
会
の
副
会
長
で
あ
り
、
振
興
会
は
自
治
法
第

二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
及
び
北
杜
市
営
清
里
駅
西
駐
車
場
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
指
定

を
受
け
た
同
駐
車
場
の
指
定
管
理
者
で
あ
る
。

公
の
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
制
度
を
定
め
た
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
一

項
に
よ
れ
ば
、
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法

人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
当
該
地
方
公
共
団
体
が
指
定
す
る
も
の
に
当
該
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
条
例
の
定
め
と
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定

の
手
続
き
、
指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
の
基
準
、
業
務
の
範
囲
、
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
で
あ
る

と
さ
れ
、
こ
の
条
例
に
基
づ
く
指
定
管
理
者
の
指
定
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
が
指
定
の
期

間
を
定
め
、
事
前
に
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
指
定

管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
と
は
、
議
会
の
議
決
を
経
て
、
指
定
管
理
者
が
地
方
公
共
団
体

に
代
わ
っ
て
行
う
も
の
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
と
指
定
管
理
者
と
の
関
係
は
、
取
引
関
係
に
立

つ
も
の
で
は
な
く
、
自
治
法
上
の
兼
業
禁
止
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
利
根
川
昇
が
振
興
会
副
会
長
の
職
に
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
自
治
法
第
九
十
二
条
の

二
に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
し
、
本
件
選
挙
の
当
選
を
失
う
と
い
う
申
立
人
の
主

張
に
は
、
理
由
が
な
い
。

八

一
部
事
務
組
合
で
あ
る
企
業
団
議
会
議
員
選
挙
に
つ
い
て
は
、
公
選
法
第
二
百
六
十
七
条
第
一

項
に
お
い
て
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
と
し
て
公
選
法
の
適
用
が
除
外
さ
れ
、
自
治
法
第

二
百
八
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
一
部
事
務
組
合
の
規
約
に
よ
り
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
執
行
さ
れ

る
。
企
業
団
の
規
約
に
よ
れ
ば
、
企
業
団
の
議
会
の
議
員
は
、
構
成
団
体
の
議
会
の
議
員
か
ら
選

挙
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
規
約
に
お
い
て
構
成
団
体
の
議
会
の
議
員
か
ら
選
挙
す
る
と
し
た

場
合
に
は
、
構
成
団
体
で
あ
る
市
町
村
の
議
会
に
お
い
て
、
自
治
法
第
百
十
八
条
第
一
項
か
ら
第

四
項
ま
で
の
規
定
が
準
用
さ
れ
、
選
挙
が
執
行
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

申
立
人
は
、
市
委
員
会
が
企
業
団
議
会
議
員
選
挙
を
執
行
し
た
と
主
張
す
る
が
、
北
杜
市
議
会

か
ら
提
出
さ
れ
た
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
開
会
の
臨
時
議
会
の
議
事
録
に
よ
れ
ば
、
同
日
に
北

杜
市
議
会
に
お
い
て
北
杜
市
を
構
成
団
体
と
す
る
企
業
団
外
四
の
一
部
事
務
組
合
の
議
会
の
議
員

の
選
挙
が
執
行
さ
れ
て
い
る
。
企
業
団
の
規
約
及
び
こ
の
事
実
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
企
業

団
議
会
議
員
選
挙
の
執
行
機
関
は
、
北
杜
市
議
会
で
あ
る
。
申
立
人
の
企
業
団
議
会
議
員
選
挙
に

お
け
る
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
お
け
る
主
張
は
、そ
の
理
由
を
審
理
す
る
ま
で
も
な
く
、

明
ら
か
に
本
件
選
挙
に
関
す
る
公
選
法
第
二
百
二
条
又
は
第
二
百
六
条
に
規
定
す
る
選
挙
の
効
力

又
は
当
選
の
効
力
に
関
す
る
主
張
で
は
な
く
、
公
選
法
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政

不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
。）
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
不
適
法
な

も
の
と
し
て
、
却
下
を
免
れ
な
い
。

な
お
、
申
立
人
は
、
企
業
団
議
会
議
員
選
挙
の
候
補
者
が
本
件
選
挙
の
当
選
人
と
同
一
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
本
件
選
挙
と
企
業
団
議
会
議
員
選
挙
が
同
時
に
執
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
当

委
員
会
に
対
し
本
件
選
挙
と
企
業
団
議
員
選
挙
を
無
効
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

四



し
か
し
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
選
挙
と
企
業
団
議
会
議
員
選
挙
と
は
、
執
行
機
関
、
執
行

期
日
等
も
異
な
る
別
の
選
挙
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
申
立
人
は
独
自
の
見
解
に
基
づ
き

両
選
挙
を
同
時
に
執
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
企
業
団
議
会
議
員
選
挙
に
関
す
る
独
自
の
主

張
を
根
拠
に
本
件
選
挙
の
無
効
又
は
本
件
選
挙
の
当
選
人
の
当
選
を
無
効
で
あ
る
な
ど
と
主
張
し

て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
申
立
人
の
主
張
に
は
、
理
由
が
な
い
。

九

以
上
の
と
お
り
、
本
件
選
挙
の
無
効
及
び
本
件
選
挙
の
当
選
人
の
当
選
の
無
効
を
求
め
る
申
立

人
の
主
張
に
は
、
全
て
理
由
が
な
く
、
企
業
団
議
会
議
員
選
挙
に
関
す
る
申
立
人
の
主
張
は
不
適

法
な
申
立
て
で
あ
り
、
申
立
人
の
異
議
申
出
を
棄
却
及
び
却
下
し
た
原
決
定
を
取
り
消
す
べ
き
理

由
は
な
い
。

よ
っ
て
、
当
委
員
会
は
主
文
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日山

梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
　
委
員
長
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
執
行
の
北
杜
市
長
選
挙
の
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
す
る

審
査
申
立
て
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

裁
　
　
決
　
　
書

山
梨
県
北
杜
市
高
根
町
下
黒
澤
四
〇
七
五
番
地
一
三

審
査
申
立
人
　
片
桐
秀
治
（
六
十
七
歳
）

右
審
査
申
立
人
か
ら
平
成
十
七
年
二
月
三
日
付
け
で
提
起
さ
れ
た
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
執

行
の
北
杜
市
長
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、

当
委
員
会
は
次
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

主
　
　
文

本
件
審
査
申
立
て
を
棄
却
す
る
。

第
一
　
審
査
申
立
て
の
要
旨
及
び
理
由

審
査
申
立
人
（
以
下
「
申
立
人
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
執
行
の
北
杜

市
長
選
挙
（
以
下
「
本
件
選
挙
」
と
い
う
。）
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
し
、

平
成
十
六
年
十
二
月
三
日
に
北
杜
市
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
市
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
対
し

て
異
議
の
申
出
を
し
た
が
、
市
委
員
会
は
、
平
成
十
七
年
一
月
十
三
日
、
こ
の
異
議
申
出
を
棄
却
す

る
決
定
（
以
下
「
原
決
定
」
と
い
う
。）
を
行
っ
た
。

申
立
人
は
、
こ
の
原
決
定
を
不
服
と
し
て
、
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
当
委
員
会
」
と

い
う
。）
に
対
し
、
原
決
定
を
取
り
消
し
、
本
件
選
挙
を
無
効
と
す
る
旨
の
裁
決
を
求
め
る
と
と
も

に
、
予
備
的
に
、
仮
に
本
件
選
挙
が
有
効
で
あ
る
場
合
に
は
本
件
選
挙
の
当
選
人
の
当
選
を
無
効
と

す
る
旨
の
裁
決
を
求
め
て
審
査
の
申
立
て
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

申
立
人
の
審
査
申
立
て
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
審
査
申
立
書
、
反
論
書
等
に
従
っ
て
要
約
す

れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

北
杜
市
の
合
併
に
際
し
調
印
さ
れ
た
合
併
協
定
書
に
よ
る
と
、
合
併
後
の
北
杜
市
に
お
い
て
、

条
例
、
規
則
に
関
す
る
協
定
項
目
と
し
て
、
北
杜
市
の
設
置
に
伴
い
廃
止
さ
れ
る
明
野
村
、
須
玉

町
、
高
根
町
、
長
坂
町
、
大
泉
村
、
白
州
町
及
び
武
川
村
（
以
下
「
合
併
関
係
町
村
」
と
い
う
。）

に
お
い
て
共
通
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る
内
容
に
差
異
の
な
い
条
例
、
規
則
等
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
例
に
よ
り
制
定
す
る
も
の
と
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
合
併
関
係
町
村
の
議
員
定
数
は
、
合
併

関
係
町
村
の
条
例
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
協
議
の
決
定
に
よ
り
、
北
杜
市

に
お
い
て
は
合
併
後
最
初
に
行
わ
れ
る
選
挙
に
よ
り
議
員
が
選
出
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
北
杜
市
議

会
議
員
の
定
数
に
つ
い
て
は
、
合
併
関
係
町
村
の
議
員
定
数
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

即
ち
、
合
併
関
係
町
村
の
議
員
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律

第
六
号
。
以
下
「
合
併
特
例
法
」
と
い
う
。）
第
七
条
第
一
項
を
適
用
し
、
引
き
続
き
北
杜
市
議

会
議
員
に
在
任
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
の
協
議
の
決
定
が
拘
束
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
北
杜
市

に
お
い
て
は
、
合
併
関
係
町
村
の
議
会
議
員
が
引
き
続
き
在
任
し
、
選
挙
を
含
む
行
政
事
務
の
管

理
執
行
に
関
す
る
条
例
、
規
則
等
を
定
め
た
後
で
な
け
れ
ば
、
選
挙
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
し
か
し
、
市
委
員
会
は
、
管
理
執
行
に
関
す
る
条
例
、
規
則
等
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

本
件
選
挙
を
執
行
し
、
合
併
の
協
議
の
結
果
に
反
し
議
員
定
数
を
三
十
七
人
と
し
て
北
杜
市
議
会

議
員
一
般
選
挙
（
以
下
「
一
般
選
挙
」
と
い
う
。）
を
執
行
し
た
。

二

北
杜
市
に
お
け
る
条
例
、
規
則
等
は
、
合
併
に
関
す
る
協
議
に
お
い
て
特
に
指
定
し
た
も
の
、

即
ち
合
併
関
係
町
村
に
共
通
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る
内
容
に
差
異
の
な
い
条
例
、
規
則
等
を
合
併

関
係
町
村
の
例
に
よ
り
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
北
杜
市
長
職
務
執
行
者
は
、
こ
の
協
議
の

決
定
の
趣
旨
に
反
し
、
合
併
関
係
町
村
に
お
い
て
制
定
さ
れ
て
い
な
い
公
費
負
担
条
例
を
専
決
処

分
し
た
。
制
定
さ
れ
る
理
由
の
な
い
公
費
負
担
条
例
を
適
用
し
た
本
件
選
挙
は
、
無
効
で
あ
る
。

三

本
件
選
挙
の
執
行
に
当
た
っ
た
市
委
員
会
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
。
以
下
「
自
治
法
」
と
い
う
。）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
九
に
規
定
す
る
臨
時
選
挙
管
理

委
員
で
組
織
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
臨
時
選
挙
管
理
委
員
を
選
任
し
、
執
行
す
る
理
由
の

な
い
本
件
選
挙
を
管
理
執
行
さ
せ
た
山
梨
県
知
事
の
責
は
、
免
れ
な
い
。

四

市
委
員
会
は
、
選
挙
期
日
及
び
立
候
補
届
出
予
定
者
説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て
、
行
政
区
長
を

経
由
し
た
「
回
覧
」
及
び
「
防
災
無
線
」
等
の
方
法
に
よ
り
周
知
し
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

選
挙
人
の
権
利
を
勘
案
す
れ
ば
、
全
戸
配
布
に
よ
る
適
当
な
方
法
を
用
い
る
の
が
当
然
で
あ
る
。

市
委
員
会
は
、
本
件
選
挙
の
期
日
の
告
示
及
び
事
務
手
続
き
等
の
周
知
を
怠
っ
た
。
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梨
県
公
報
号
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五

本
件
選
挙
の
当
選
人
白
倉
政
司
（
以
下
「
本
件
当
選
人
」
と
い
う
。
）
は
、
主
と
し
て
北
杜
市

の
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
い
る
社
会
福
祉
法
人
「
愛
寿
会
」
の
筆
頭
理
事
で
あ
り
、
自
治
法
第

百
四
十
二
条
に
規
定
す
る
関
係
を
有
す
る
者
で
あ
る
。
然
る
に
、
現
在
も
な
お
そ
の
職
に
あ
る
こ

と
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
公
選
法
」
と
い
う
。）
第
百
四
条

の
規
定
に
よ
り
、
当
選
を
失
う
も
の
で
あ
る
。

第
二
　
裁
決
の
理
由

当
委
員
会
は
、
審
査
申
立
て
に
つ
い
て
そ
の
要
件
を
審
査
し
た
結
果
、
適
法
な
も
の
と
認
め
て
こ

れ
を
受
理
し
、
市
委
員
会
か
ら
弁
明
書
及
び
物
件
の
提
出
を
、
申
立
人
か
ら
反
論
書
の
提
出
を
、
関

係
機
関
等
か
ら
物
件
等
の
提
出
を
そ
れ
ぞ
れ
受
け
、
慎
重
か
つ
厳
正
に
審
理
を
行
っ
た
。

選
挙
の
効
力
を
争
う
争
訟
に
お
い
て
、
選
挙
が
無
効
と
な
る
の
は
公
選
法
第
二
百
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
選
挙
が
選
挙
の
規
定
に
違
反
し
て
行
わ
れ
、
か
つ
そ
の
規
定
違
反
が
選
挙
の
結
果
に

異
動
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

こ
こ
で
い
う
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
」
と
は
、
主
と
し
て
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
が
選

挙
の
管
理
執
行
の
手
続
き
に
関
す
る
明
文
の
規
定
に
違
反
す
る
場
合
、
又
は
直
接
そ
の
明
文
の
規
定

が
な
く
て
も
、
選
挙
法
の
基
本
理
念
た
る
選
挙
の
自
由
公
正
の
原
則
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
場
合
を

い
う
と
さ
れ
て
い
る
（
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
四
日
最
高
裁
判
所
判
決
）。

ま
た
、
「
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」
と
は
、
当
該
選
挙
の
規
定
に
違

反
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
選
挙
の
結
果
、
即
ち
候
補
者
の
当
落
に
、
現
実
に
生
じ
た
と
こ

ろ
と
異
な
っ
た
結
果
の
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る
（
昭
和
二
十
九
年
九
月

二
十
四
日
最
高
裁
判
所
判
決
）。

こ
う
し
た
観
点
に
た
っ
て
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
つ
い
て
判
断
す
る
。

一

北
杜
市
の
合
併
に
際
し
て
は
、
合
併
に
伴
い
廃
止
さ
れ
た
合
併
関
係
町
村
の
間
で
、
自
治
法
第

二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
合
併
特
例
法
第
三
条
第
一
項
を
適
用
し
、
峡
北
地
域
合
併
協
議

会
（
以
下
「
合
併
協
議
会
」
と
い
う
。）
が
設
置
さ
れ
、
合
併
に
関
す
る
協
議
が
整
い
、
合
併
協

定
書
が
調
印
さ
れ
た
。

合
併
協
議
会
に
お
い
て
、
北
杜
市
の
合
併
に
際
し
て
は
、
最
初
に
行
わ
れ
る
選
挙
に
よ
り
選
出

さ
れ
る
議
会
の
議
員
定
数
に
つ
い
て
、
合
併
特
例
法
第
七
条
に
よ
る
議
員
の
在
任
特
例
を
適
用
せ

ず
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
三
十
七
人
と
す
る
こ
と
と
し
、
合
意
に
至
っ
た
後
、
同

法
第
六
条
第
八
項
に
よ
り
平
成
十
五
年
十
月
十
六
日
に
合
併
関
係
町
村
の
全
て
の
議
会
が
こ
の
協

議
を
議
決
し
、
そ
の
旨
を
告
示
し
最
終
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
北
杜
市
の
合
併
に
際
し

て
は
、
合
併
特
例
法
第
七
条
に
よ
る
議
員
の
在
任
に
関
す
る
特
例
を
適
用
せ
ず
、
設
置
選
挙
を
執

行
す
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
選
挙
に
お
け
る
定
数
は
、
こ
の
協
議
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
定
数
で
あ

る
三
十
七
人
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
合
併
協
議
会
に
お
け
る
協
議
及
び
合
併
関
係
町
村
の
協
議

に
お
い
て
、
合
併
特
例
法
第
七
条
第
一
項
を
適
用
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
事
実
は
な
い
。

北
杜
市
の
合
併
に
際
し
て
は
、
廃
置
分
合
に
伴
い
廃
止
さ
れ
る
合
併
関
係
町
村
の
議
会
の
議
員

は
当
然
に
身
分
を
失
う
た
め
、
北
杜
市
議
会
に
は
公
選
法
第
三
十
三
条
第
三
項
及
び
第
百
十
七
条

に
よ
る
一
般
選
挙
を
執
行
し
な
け
れ
ば
議
員
が
存
在
せ
ず
、
条
例
を
議
決
す
べ
き
議
会
が
成
立
し

な
い
。
こ
の
た
め
、
北
杜
市
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六

号
。
以
下
「
自
治
令
」
と
い
う
。）
第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
北
杜
市
長
職
務
執

行
者
に
よ
り
、
本
件
選
挙
及
び
一
般
選
挙
を
執
行
す
る
に
当
た
り
自
治
法
及
び
公
選
法
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
条
例
を
専
決
処
分
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

本
件
選
挙
を
執
行
す
る
に
当
た
り
、
管
理
執
行
に
関
す
る
必
要
な
条
例
、
規
則
等
が
な
い
と
い
う

申
立
人
の
主
張
に
は
、
理
由
が
な
い
。

ま
た
、
本
件
選
挙
は
、
先
に
述
べ
た
一
般
選
挙
と
同
じ
く
公
選
法
第
三
十
三
条
第
三
項
及
び
第

百
十
七
条
に
よ
り
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
選
挙
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
点
に

お
い
て
も
申
立
人
の
主
張
に
は
、
理
由
が
な
い
。

二

公
選
法
第
百
四
十
一
条
第
八
項
及
び
第
百
四
十
三
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
の
議
会
の

議
員
又
は
長
の
選
挙
に
つ
い
て
市
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
職
の
候
補
者
の
自
動

車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
に
つ
い
て
無
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。即
ち
、

法
律
に
よ
り
市
に
お
い
て
は
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
合
併
関
係
町
村
に
お
い
て
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
が
制
定
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
、
北
杜
市
に
お
い
て
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
理
由
が
な
い
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
。

三

普
通
地
方
公
共
団
体
の
設
置
が
あ
っ
た
場
合
の
選
挙
管
理
委
員
に
つ
い
て
、
議
会
が
成
立
し
正

規
の
委
員
が
選
ば
れ
る
ま
で
の
間
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
自
治
令
第
四
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

北
杜
市
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
定
に
よ
り
合
併
関
係
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
で
あ
っ
た
者
の
互
選

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
者
が
選
挙
管
理
委
員
に
充
て
ら
れ
、
本
件
選
挙
を
執
行
し
た
も
の
で
あ
る
。

北
杜
市
の
合
併
に
際
し
、
申
立
人
が
主
張
す
る
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
九
に
規
定
す

る
臨
時
選
挙
管
理
委
員
が
、
山
梨
県
知
事
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
事
実
は
な
く
、
申
立
人
の
主
張
は
、

失
当
で
あ
る
。

四

市
委
員
会
は
、
本
件
選
挙
の
執
行
期
日
を
定
め
た
後
、
報
道
機
関
等
に
選
挙
に
関
す
る
情
報
を

提
供
し
、
市
広
報
、
回
覧
板
等
に
よ
る
周
知
、
防
災
行
政
無
線
等
の
設
備
を
利
用
し
た
周
知
等
を

行
っ
て
い
る
。
市
委
員
会
が
、
本
件
選
挙
に
関
す
る
周
知
啓
発
等
を
怠
っ
た
と
い
う
主
張
に
は
、

理
由
が
な
い
。

ま
た
、
市
委
員
会
は
、
本
件
選
挙
の
期
日
に
つ
い
て
、
公
選
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
同
条
第
五
項
第
四
号
に
定
め
る
期
日
で
あ
る
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
に
告
示
し

て
お
り
、
申
立
人
の
主
張
に
は
、
理
由
が
な
い
。

五

社
会
福
祉
法
人
「
愛
寿
会
」（
以
下
「
本
件
社
会
福
祉
法
人
」
と
い
う
。）
理
事
長
か
ら
当
委
員
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会
に
提
出
さ
れ
た
物
件
に
よ
る
と
、
本
件
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
・
評
議
員
で
あ
っ
た
本
件
当
選

人
は
、
平
成
十
六
年
七
月
二
日
付
け
で
本
件
社
会
福
祉
法
人
理
事
長
に
対
し
辞
職
願
を
提
出
し
て

お
り
、
本
件
選
挙
の
当
選
人
へ
の
当
選
告
知
が
行
わ
れ
た
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日
現
在
に

お
い
て
、
本
件
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
。
よ
っ
て
、
本
件
社
会
福

祉
法
人
と
北
杜
市
と
の
間
の
請
負
関
係
の
有
無
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
ま
で
も
な
く
、
本
件
社
会

福
祉
法
人
の
理
事
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
本
件
当
選
人
が
公
選
法
第
百
四
条
の
規
定
に
よ
り
そ

の
当
選
を
失
う
と
い
う
申
立
人
の
主
張
は
、
失
当
で
あ
る
。

六

以
上
の
と
お
り
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
無
効
及
び
本
件
選
挙
の
当
選
人
の
当
選
の
無
効

を
求
め
る
申
立
人
の
主
張
に
は
、
全
て
理
由
が
な
く
、
申
立
人
の
異
議
申
出
を
棄
却
し
た
原
決
定

を
取
り
消
す
べ
き
理
由
は
な
い
。

よ
っ
て
、
当
委
員
会
は
主
文
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日山

梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
　
委
員
長
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫
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